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「北國外為Web」ご利用規定 

第１条 北國外為Web 

１．定義 

「北國外為Web」（以下、「本サービス」とします）とは、本サービスの契約者（以下、「契

約者」とします）が当行所定のパソコン等の端末機（以下、「使用端末機」とします）よりイン

ターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応す

るサービス提供を行うことをいいます。 

契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。 

（１）外国送金受付サービス 

（２）輸入信用状受付サービス 

 

２．使用できる機器等 

本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに

限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。 

 

３．取扱日および利用時間帯 

本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行

は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責

めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一

時停止または中止することがあります。 

 

４．取引日付 

（１）契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は

当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。 

（２）輸入信用状受付サービスおよび、一部の外国送金受付サービスについては、前号に加えて、 

当日を指定日とする取引の依頼（以下、「当日扱い」とします）を行うことができます。ただし

契約者は、当日扱いについては当行所定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了し

た場合に有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営

業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。 

 

５．利用手数料等 

当行は月額基本料金、外国送金手数料、輸入信用状発行手数料等の外国為替関係手数料を契約者

に事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後当行が提供するサービスの変更

等に伴い本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、当行ホームページにより

契約者へ告知しますので、ご確認ください。 
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６．本サービスの管理責任者および登録利用者 

（１）契約者は本サービスの契約者を代表する責任者（以下、「マスターユーザ」といいます）

を、当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定すること

はできません。 

（２）マスターユーザは、本サービスにおいて、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行

する利用者（以下、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます）を、当行所定の数に至

るまで登録できるものとします。 

（３）契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利

用に関する責任を負担するものとします。 

（４）管理者ユーザとは、当行所定の管理者権限をマスターユーザより付与されたユーザであり、 

一般ユーザとは、当行所定の管理者権限をマスターユーザより付与されないユーザをいいます。 

 

第２条 利用資格 

１．利用申込者 

本サービスの利用を申し込むことができる方は、次の各号すべてに該当する方とします。 

（１）法人、または法人格のない団体、または個人事業者の方。 

（２）インターネットを利用可能な環境がある方。 

（３）本規定の内容に同意された方。 

（４）当行本支店に商取引によるご入金が確認できる円建普通預金口座または円建当座預金口座

をお持ちの方。 

 

２．利用申込の不承諾 

本条第１項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場 

合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しない場合があります。 

なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものと 

します。 

 

第３条 利用申込 

１．本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用される

ことを承諾したうえで「北國外為Web 利用申込書」に所定の事項を記入し、申込手続きを行う

ものとします。 

 

第４条 リスクの承諾 

１．当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリス

クおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 
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２．利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行

のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。 

 

第５条 申込代表口座 

１．契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を申

込代表口座として申し込むこととします。 

 

２．申込代表口座は、本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。 

 

３．申込代表口座として指定できる口座種目は、当行所定の口座種目とします。当行は申込代表

口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 

 

第６条 送金支払指定口座 

１．契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サー

ビスの送金代り金支払指定口座（以下、「送金支払指定口座」とします）として申し込むものと

します。送金支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の

口座とします。 

 

２．送金支払指定口座は、普通預金・当座預金・外貨普通預金が登録できます。なお、外貨普通

預金は外国送金・外貨預金振替取組通貨と同一の通貨に限ります。 

 

３．送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座

種目とします。 

 

４．当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知

することなく変更する場合があります。 

 

第７条 本人確認 

１．マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認は、「ログインID」、「ログ

インパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法により行います。 

 

２．本サービス利用に際して、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザが、届出と異な

る「ログインパスワード」、「確認用パスワード」等の入力を当行所定の回数、連続して行った

場合には、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、

マスターユーザは当行所定の申込書より「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の

変更もしくは初期化の手続きを行い、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」
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をご登録いただきます。また、パスワードの変更もしくは初期化の登録完了の通知は当行所定の

手続きによるものとし、当行所定の日より使用できるものとします。 

 

３．パスワードの有効期間は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、サービス

利用者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。 

 

４．本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」（以下「パ

スワード等」といいます）と届出のパスワード等の一致により送信者を本人とみなします。 

 

５．当行が、前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不

正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために

生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

６．パスワード等は、第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してく

ださい。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行職員であっても契

約者にお尋ねすることはありません。 

 

７．事故発生時の対応および事故登録 

（１）パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わ

ないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場

合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者ユーザ、一般ユー

ザにパスワードの変更を行わせるものとします。 

（２）第三者により既にパスワードの変更が行なわれている恐れがある場合は、契約者は直ちに

当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を

停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ

届け出るものとします。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべ

き事由がある場合を除き当行は責任を負いません。 

 

第８条 取引の依頼 

１．取引の依頼方法 

本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法に

より、正確に当行に伝達することで行うものとします。 

 

２．取引依頼の確定 

契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した

時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受
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付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。 

 

３．取引依頼の効力 

契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引に

おいて印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。 

 

第９条 電子メール 

１．契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを当行所

定の手続きにより登録するものとします。 

 

２．当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登

録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障

害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、こ

れに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

当行は責任を負いません。 

 

３．マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、

当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。 

 

４．契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものと

します。 

 

５．契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更す

ることに同意するものとします。 

 

６．契約者が当行所定の手続きにより登録したマスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザ

の電子メールアドレスが、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザの責めにより、マス

ターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとして

も、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

第１０条 外国送金受付サービス 

１．外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送

金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。 

 

２．外国送金は本規定第８条第２項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の

時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。なお、送金取組日における外国送
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金の対外発信を確約するものではありません。 

 

３．送金実行のために利用する関係銀行ならびに送金経路の選定は、当行に一任することとしま

す。 

 

４．外貨建での送金を円貨相当額で申込を行った場合、送金当日に適用する外国為替相場での換

算額と差額が生じる場合は、申込金額以内での取扱とします。 

 

５．送金支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定（総合口座取引規定を含みます）、 

当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出

を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 

 

６．次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。

なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契

約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行

われない場合があることに同意するものとします。 

（１）当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超

えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数

ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超え

るときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 

なお、残高不足により送金資金決済が不能となった外国送金依頼は取消させていただきます。必

要な場合は改めて送金依頼をお願いします。 

（２）送金支払指定口座が解約済のとき。 

（３）契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続き

を行ったとき。 

（４）差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。 

（５）外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 

（６）届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数、連続して行ったとき。 

（７）外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。 

（８）送金データに瑕疵（不備等）がある等の理由により、送金手続きが行えないと当行が判断

したとき。 

 

７．外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。 

（１）外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所

定の外国為替相場を適用します。なお、当日扱いにおいて、当行所定の受付時限以後に一定金額

以上の取引を依頼された場合には、当行からマスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザに
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連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。通貨ご

との所定の時限までに連絡がつかない場合には取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の当行の外

国為替公示相場を適用します。 

（２）前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合におい

て、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相

場を適用します。 

 

８．契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場

合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 

 

９．契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したう

えで、これに従うものとします。 

 

１０．依頼内容の変更・取消 

（１）依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとしま

す。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼

できるものとし、当行は契約者から当行所定の方法により依頼を受け入れたうえで手続きを行う

ものとします。 

（２）本条第２項に定める外国送金の取引成立後、取引内容を変更または組戻しする場合には、

別途「外国送金取引規定」に定める当行所定の方法により、依頼できるものとします。当行がや

むを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の方

法により依頼を受け、当行所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとし

ます。この場合、外国送金手数料相当額は返却いたしません。 

 

１１．送金の組戻を依頼された場合、当行は日本および送金に関係する外国の法令等で認められ

ることを条件として、関係銀行から取消通知および返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における

当該通貨の当行所定外国為替相場により換算し、当行および関係銀行が受け取る諸手数料を差し

引いた金額を返却することとします。 

 

１２．当行は、外国送金取組後、関係銀行からの照会があった場合には、外国送金依頼の内容に

ついて契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して相当の期間内に回答がなかっ

た場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害について責任を負いません。

当行が外国送金取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合に

は、当行は契約者にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から外国送金にかかる返

戻金を受領したときには、契約者は当行所定の手続きにより組戻手続を行うものとします。 
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第１１条 輸入信用状受付サービス 

１．輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が輸入信用

状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。 

 

２．依頼内容は本規定第８条第２項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が

完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものでは

ありません。 

 

３．輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用

状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項につい

ては、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取

引約定書」の各条項に従うものとします。 

 

４．次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。

なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契

約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行

われない場合があることに同意するものとします。 

（１）当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したと

き。 

（２）契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行

ったとき。 

（３）輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えると 

き。 

（４）届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数、連続して行ったとき。 

（５）当行が輸入信用状発行・条件変更依頼を受け付けた後でも、以下の事由に一つでも該当す

ると当行が認めた場合には、当行は輸入信用状発行・条件変更依頼を処理しません。 

①当該の輸入信用状が「外国為替及び外国貿易法」または外国為替関連法規に関して疑義あると

き。 

②通知相手国の戦争、内乱その他の情勢により、輸入信用状発行等が不能または困難と判断され

たとき。 

③当該の輸入信用状が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があるとき。 

（６）当行所定の時限を超過した輸入信用状発行・条件変更依頼は、発行希望日に処理できない

場合があります。この場合は、発行希望日を発行希望日以降の当行が処理可能な日付に当行にて

読替のうえ処理するものとします。 

 

５．契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場
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合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 

 

６．依頼内容の変更・取消 

（１）依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとしま

す。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼

できるものとし、当行は契約者から当行所定の方法により依頼を受け入れたうえで手続きを行う

ものとします。 

（２）本条第２項に定める輸入信用状の開設及び条件変更の取引成立後、取引内容を変更または

取消する場合には、別途「信用状取引約定書」および「銀行取引約定書」に定める当行所定の方

法により、依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾す

る場合には、当行は契約者から当行所定の方法により依頼を受け、当行所定の手数料等を受け入

れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料は返

却いたしません。 

 

第１２条 手数料等 

１．サービス利用手数料 

（１）本サービスのご利用にあたり、当行は、所定のサービス利用手数料（消費税相当額を含み

ます。以下同じ）として、月額基本料金をいただきます。 

（２）月額基本料金は、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしに申込書記載の申

込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、月額基本料金はサ

ービス開始月の翌月から必要となり、初回の引き落としは、サービス開始月の翌々月からとなり

ます。 

 

２．外国送金手数料 

（１）本サービスにより外国送金を取り組む場合は、本条第１項のサービス利用手数料とは別に、 

当行所定の送金手数料をいただきます。 

（２）送金手数料は、送金依頼の都度、当該送金の送金支払指定口座、または申込代表口座から

預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしに引き落とします。 

（３）外国送金の内容変更、組戻しまたは未着照会を行った場合、当行所定の手数料をいただき

ます。また、当該手続きに関する他行手数料等をいただく場合があります。 

 

３．信用状発行・条件変更手数料 

（１）本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、本条第１項のサービス利用

料金とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料（以下、「信用状手数料」とします）を

いただきます。 

（２）信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、申込代表口座から預金通帳・払戻請求書
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または当座小切手等の提出なしに引き落とします。 

 

４．領収書等 

当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行

いません。 

 

第１３条 取引内容の確認 

１．本サービスによる取引後は、速やかに預金通帳等への記入または当座勘定お取引明細表やス 

テートメントにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残

高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 

 

２．当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サー

ビスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当な

ものとして取扱います。 

 

第１４条 取引の一時停止、為替相場の見直し 

取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、取引ができなくなる

ことがあります。また、為替相場動向などから公表相場を当日見直すことがあり、その場

合は一時的に取引を停止することがあります。 

 

第１５条 届出事項の変更等 

１．契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項

に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード

等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。 

 

２．前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出

がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合

には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。 

 

第１６条 免責事項 

１．次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害

について当行は責任を負いません。 

（１）災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 

（２）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使

用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

（３）当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 



11 

 

 

２．契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本

サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 

 

３．当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信

経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じ

た損害について当行は責任を負いません。 

 

４．使用端末機の本サービスに使用する機器（以下、「取引機器」とします）および通信媒体が

正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約に取引

機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、

およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、そ

れにより生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

５．当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと

認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があった

ことにより生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

６．契約者が申込書に記載した「初回ログインパスワード」および当行の設定した初回確認用パ

スワードが郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者（当行職員を除きます）が

初回ログインパスワード・初回確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害に

ついて当行は一切責任を負いません。 

 

７．契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いま

せん。 

 

８．当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力に 

よって生じた損害について当行は一切責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止

したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

９．当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者

が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当

行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合

であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を

負いません。 
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第１７条 海外からの利用 

本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用につ

いては各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するもの

とします。 

 

第１８条 通知手段 

契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用さ

れることに同意します。 

 

第１９条 サービスの休止 

１．当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時

期および内容について本規定第１８条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止

または中止することができるものとします。 

 

２．ただし、本条第１項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ

事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、こ

の休止の時期および内容について本規定第１８条の通知手段により後ほどお知らせします。 

 

３．当行の責めに帰すべき事由により本サービスを一時停止または中止した場合には、契約者か

らの電話依頼に基づき、当行はマスターユーザ、管理者ユーザまたは利用者ユーザへ電子メール

にて依頼書を送付します。契約者は当該依頼書を記入後当行所定の部署へ電子メールもしくは

FAX にて依頼書を送付し、当行からマスターユーザもしくは管理者ユーザへ電話にて本人確認

を行うことで、当該取引の依頼が成立することに同意するものとします。 

 

第２０条 サービスの廃止 

１．当行は、廃止内容を本規定第１８条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施し

ているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 

 

２．サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。 

 

第２１条 サービス内容の追加 

１．当行は、本規定第１条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものと

します。 

 

２．契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定

める利用申込手続きを行うものとします。 
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第２２条 規定の変更 

当行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当

行ホームページに記載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後

の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、

当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 

 

第２３条 業務委託の承諾 

１．当行は、当行が任意に定める第三者（以下、「委託先」とします）に業務の一部を委託し、

必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するこ

ととします。 

 

２．当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンタ

ー業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。 

 

第２４条 規定の準用 

本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定（総合口座取引規定を含みます）、

預金口座振替規定、外国送金取引規定、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則

および慣例」、関連約定書の約旨により取扱います。 

 

第２５条 解約等 

１．本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当

行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解

約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損

害について当行は責任を負いません。 

 

２．契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。

なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した

時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行は

その処理を行う義務を負いません。 

（１）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始も

しくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所または電子債権記録期間の取引停止処分を受けたとき。 

（３）前２号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、または自ら営業

の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 

（４）住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所
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在が不明となったとき。 

（５）契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通

知が発送されたとき。 

（６）相続の開始があったとき。 

（７）契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 

（８）１年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 

（９）契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 

（１０）当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。 

 

３．申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。 

 

４．本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない

取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。 

 

第２６条 譲渡・質入れ等の禁止 

当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできませ 

ん。 

 

第２７条 取引の移管 

１．契約者の都合により申込代表口座・送金支払指定口座の取引店の移管をおこなう場合、本契

約は解約となりますので、移管後も本サービスの利用を希望する方は、移管後の口座であらたに

契約の手続をおこなうものとします。 

 

２．申込代表口座・送金支払指定口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で取引店が移管された場合、 

本契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応となる場合もあり

ますので了承ください。 

 

第２８条 契約期間 

本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して１年間とし、契約者ま

たは当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に１年間継続されるも

のとします。継続後も同様とします。 

 

第２９条 準拠法と合意管轄 

本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に

関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 
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第３０条 個人情報 

１． 当行は契約者が本サービスにおいて届出または登録いただいたマスターユーザおよび利用

者に関する個人情報（おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど、特定

の個人を識別することができる情報）を以下の目的のために利用できるものとします。 

（１） 本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。 

（２） 犯罪収益移転防止法等に基づく本人確認や、本サービスをご利用いただく資格などの確

認のため。 

（３） 当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品

やサービスの研究や開発のため。 

（４） ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに

関する各種ご提案のため。 

（５） 適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。 

（６） 契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。 

（７） その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。 

 

２． マスターユーザおよび利用者の個人情報を当行に提供いただく際には、必ずマスターユー

ザおよび利用者本人の同意を得てください。当行は提供のあった個人情報については、本人の同

意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。 

 

第３１条 秘密保持 

１． 契約者は、本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保ち、第三

者に漏洩しないものとします。 

 

２． 契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方

法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。 

 

３．当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。 

 

 

 

 

以上 

（２０２３．８） 

 


